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令和７年第１回教育委員会会議 会議録 

 

 

１ 日  時  令和７年２月１７日（月）午前 10時 00分～ 

 

 

２ 場  所  男鹿市役所 ３階 第三委員会室 

 

 

３ 出 席 者  教育長  鈴 木 雅 彦 

委 員  三 浦 良 忠 

        委 員  吉 田 貴美子 

        委 員  山王丸 由利絵 

 

 

４ 出席職員  教育総務課長  村 井 千鶴子 

        学校教育課長  笹 渕 美 穂 

教育総務課主幹  武 田 健 一 

教育総務課主幹  伊 藤 直 子 

学校教育課主幹  清 水   琢 

        図書館副館長  古 山 知 子 

 

 

５ 議事日程及び議案 

 日程第１ 令和６年第７回会議録の報告・承認 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 日程第３ 教育長の報告その他事務事業の報告 

 

 日程第４ 議事 

  議案第１号 令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第７号）に関する専決処分につ

いて 

  議案第２号 男鹿市立学校給食共同調理場等管理規則の一部を改正する規則につ

いて 

  議案第３号 令和７年度男鹿市学校教育の基本方針及び重点目標と努力事項につ

いて 

  議案第４号 令和７年度男鹿市生涯学習の重点目標と努力事項について 

  議案第５号 令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第 10号）に関する意見につい 

        て 

  議案第６号 令和７年度男鹿市一般会計予算に関する意見について 
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 日程第５ 報告事項 

  ⑴ 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について 

  ⑵ 組織機構改革について 

  ⑶ 事務局職員の人事異動について 

  ⑷ 美里小学校の統合時期について 

  ⑸ 令和６年 12月定例会における一般質問（教育委員会関連）について 

  ⑹ 令和６年度秋田県学習状況調査（本市の状況）について 

  ⑺ いじめ・不登校の報告について（２月調査） 

 

 

６ 開会宣言  午前 10時 07分 

 

 

７ 会  期  （自）令和７年２月 17日 

        （至）令和７年２月 17日  １日間 

 

 

８ 閉  会  午後０時 06分 
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【教育長】 

皆さんおはようございます。 

先週の土曜日は大変天気も良く、気温も３月並みのような陽気で、雪も大分解け

ました。 

立春が過ぎましたが、春を迎えて大変うれしいニュースがありますので、紹介さ

せていただきたいと思います。 

一つは、今年度第 77回優良公民館表彰に椿公民館が選ばれました。 

この表彰は、事業内容、方法等に工夫を凝らして、地域住民の学習活動に大きく

貢献している公民館を文部科学大臣が表彰するもので、秋田県からは、椿公民館と

北秋田市の合川公民館が表彰されます。 

表彰式は、2月 28日、文部科学省で行われる予定で、椿公民館の菅原館長と集落

支援員の方が出席する予定になっております。 

もう一つは、男鹿南中学校が今年度、キャリア教育優良学校として文部科学大臣

表彰を受賞いたしました。２年間の男鹿に特化したふるさとキャリア教育の推進が

高く評価されての受賞であります。 

同校も含めまして、各学校での地域に根差したふるさとキャリア教育の取り組み

は年々充実しておりまして、特にこの３年間でこれまでにない大きな成果を上げて

いるととらえております。二つの文部科学大臣表彰を大変うれしく思っておりま

す。 

それでは、ただいまから令和７年第 1回教育委員会会議を開催いたします。 

本日、古仲委員より欠席の届け出がありますが、定足数を満たしているというこ

とをご報告させていただきます。 

それでは、資料の日程に沿って進めてまいります。 

日程第１「第７回会議録の報告承認」を議題といたします。 

第７回会議録の報告承認については、事前配付により内容を確認していただいて

おりますので、説明を省略させていただきます。 

委員の皆様からご署名いただきましたので、御異議ないものと認め承認すること

といたします。 

次に日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

会期につきましては、本日１日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

【教育長】 

 それでは、会期は本日１日といたします。 

 次に、日程第３「教育長の報告その他事務事業の報告」をいたします。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

【教育総務課長】 

 （資料に沿って説明） 

【教育長】 

 ただいま事務局から報告がありましたが、１月 11日ですが、「なまはげカップ市

長杯争奪柔道錬成大会」が開催され、北海道から福島県までの柔道チーム、小学生

やスポ少のチーム、選手だけで約 600人が参加し、総合体育館の２階観客席も保護

者などでほぼ満席の状態で、非常にありがたいなと思います。 

総合体育館は冷房設備がありませんので、このような大きな大会は、夏は冷房が

完備されている秋田県立武道館で行って、冬は畳を保管している県内で唯一の男鹿

市総合体育館で開催するということで、毎年利用してくださっております。 
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来年は 10 周年記念大会のようですので、オリンピックの金メダリストから来て

いただいて、開催したいというお話も伺っております。 

この大会は、大会事務局の方々だけで、畳を運んだり、会場準備に当たっている

ということで非常に男鹿市のために、よくやってくださっていることに感謝してい

るところであります。 

御質問ありましたらお願いいたします。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

 御質問ないようですので「教育長の報告その他事務事業の報告」は以上といたし

ます。 

 これより、審議に入ります。 

 日程第４、議案第１号「令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第７号）に関する

専決処分について」を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

【教育総務課長】 

 議案書の３ページをご覧ください。 

議案第１号「令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第７号）に関する専決処分に

ついて」、男鹿市教育委員会事務委任規則第５条第１項の規定により、令和６年度

男鹿市一般会計補正予算（第７号）について専決処分したので、同条第２項の規定

により、これを報告し、その承認を求めるものです。 

提案理由は、給与改定及び職員の異動調整による人件費を措置した令和６年度男

鹿市一般会計補正予算（第７号）について専決処分したもので、その承認を求める

ものであります。４ページは専決処分書となっております。 

給与改定及び職員の異動調整による人件費予算を計上した補正予算（第７号）に

ついて、12月議会へ追加提案するにあたり、教育委員会を開く時間的余裕がないと

認め、12月６日に専決処分をしたものであります。 

本日配付しました別冊１の２ページをご覧ください。２ページから４ページまで

が、人件費に係る補正予算となっております。 

この補正予算の人件費は、市役所全体的なものとなっておりまして、月給では民

間格差を解消するため、若年層に重点を置いて、給料表の水準が引き上げられてお

ります。 

また、期末・勤勉手当については、一般職と会計年度任用職員が 4.45月から 4.6

月へ、再任用職員が 2.35月から 2.4月、特別職が 3.15月から 3.3月に引き上げら

れております。このほか、令和５年度の職員配置により、当初予算の人件費を組ん

でおりますが、人事異動がありますので、令和６年度の配置で調整しております。 

以上の人件費補正をそれぞれの所属、小学校、中学校、スクールバス、給食関係、

公民館職員、配属されているそれぞれの款項目で補正しております。説明は以上と

なります。 

【教育長】 

 ただいま事務局からの説明がありましたが、このことにつきまして御質問ありま

したらお願いいたします。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

 御質問ないようですので、議案第１号は、原案のとおり承認ということで御異議

ございませんか。 

 （「なし」の声あり） 
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【教育長】 

 御異議ないようですので、議案第１号は、原案のとおり承認といたします。 

 次に、議案第２号「男鹿市立学校給食共同調理場等管理規則の一部を改正する規

則について」を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

【学校教育課長】 

 議案書の５ページをお開き願います。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 15 条第１項の規定に基づき、男鹿

市立学校給食共同調理場等管理規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定す

るものです。 

提案理由としましては、男鹿市立小中学校南部共同調理場を男鹿市立小中学校東

部共同調理場に統合するため、男鹿市立学校給食共同調理場等設置条例の一部を改

正することに伴い、本規則の一部を改正するものです。 

６ページの別紙をご覧ください。 

第２条から「男鹿市立小中学校南部共同調理場」を削除し、対象学校を「男鹿市

立小中学校東部共同調理場」からは、船川第一小学校、男鹿南中学校、男鹿東中学

校に提供。男鹿市立若美学校給食センターからは、脇本第一小学校、船越小学校、 

美里小学校に提供と対象校も改めるものです。 

この規則は令和７年４月１日から施行いたします。 

御審議の上、ご承認いただけますようお願いいたします。 

【教育長】 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、このことにつきまして御質問ござい

ましたらお願いいたします。現在の食数はどうですか。 

【学校教育課長】 

 現在、東部共同調理場では 454食を提供しておりますが、来年度は 588食で約 130

食配食数が増える見込みです。 

また、若美学校給食センターは、現在 458 食ですが、来年度は 535 食で約 80 食

程度増える見込みですが、両共同調理場とも、もともとの能力が 750食程度つくれ

る調理場となっておりますので、来年度は増えることにはなりますが、十分対応は

可能と考えております。 

【教育長】 

 ありがとうございます。ほかに御質問等ありませんか。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

 それでは議案第２号は、原案のとおり決定するということで、御異議ございませ

んでしょうか。よろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

御異議ないようですので、議案第２号は原案のとおり決定されました。 

次に、議案第３号「令和７年度男鹿市学校教育の基本方針及び重点目標と努力事

項について」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

【学校教育課長】 

 議案書の７ページをお開きください。 

議案第３号「令和７年度男鹿市学校教育の基本方針及び重点目標と努力事項（案）

について」でありますが、今年度の実践の成果と課題、諸調査の結果等を踏まえ、
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校長代表３名及び市教委による学校教育の重点目標検討委員会を二度開催して、令

和７年度の学校教育の重点目標と努力事項を検討してまいりました。概要及び変更

した点について説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

別冊資料１ページの「男鹿市学校教育の基本方針（案）」をご覧ください。 

令和４年度から６年度までの３年間は、コミュニティ・スクールの第２段階とし

て、学校教育推進の基盤をコミュニティ・スクールの仕組みを生かした、豊かな学

びの創造と明確に位置付けてまいりました。ＩＣＴを活用した学びや、地域に根差

したキャリア教育の推進において、特色ある取り組みが見られる学校も増えてきて

おります。令和７年度は、これまでの３年間の取り組みをさらに発展させるととも

に、学校教育の基盤として、コミュニティ・スクールの仕組みに加えて、学びに向

かう力の土台となる非認知能力の育成を加えております。 

資料では１ページの一番下の部分に、学校教育推進の基盤ということで明記しま

した。これまでも、非認知能力という言葉は使わないものの、各校でそれぞれ育成

してきたものではありますが、共通で実践する項目を決め、保育園から中学校卒業

まで継続的・計画的に取り組みます。資料下の※印にある「粘り強さ」、「思いや

り」、「協調性」、「言語によるコミュニケーション力」を今後３年間の重点とし

ております。 

２ページ、３ページをご覧ください。 

確かな学力の育成、豊かな人間性の育成、たくましい心と体の育成、教職員の研

修の充実、この 4つの柱は来年度も継続となります。 

一つ目の柱である「確かな学力の育成」については、個別最適な学びと協働的な

学びの一体的な充実、幼保小中の連携の推進、地域の教育力の活用を重点目標とし

て進めてまいります。変更点としましては、これまで小中連携ということで取り組

んでまいりましたが、保育園・子ども園との連携の充実を加えております。 

また、３番の地域の教育力の活用では、生活科や総合的な学習の時間において独

立した活動ではなく、各教科の学びとの意図的な関連づけを明記することとしまし

た。 

二つ目の柱である「豊かな人間性の育成」については、ふるさと男鹿に根差した

キャリア教育の充実と心に響く道徳教育の推進を進めてまいります。考え、議論す

る道徳、価値の押し付けではなく、考え議論する道徳の授業の実践につながるよう、

文言を一部整理しておりますが、大きな方向性に変更はありません。 

３ページの三つ目の柱である、「たくましい心と体の育成」については、自尊感

情を醸成する生徒指導の充実、健康に関する指導の推進、命を守る教育の推進を進

めてまいります。 

自己実現について、個性を生かしながらも、社会生活とのバランスということを

重視して、社会に受け入れられる自己実現、独りよがりな個性の発揮ではなく、バ

ランスということを文言に入れました。 

四つ目の柱である「教職員の研修の充実」については、日進月歩の社会の中で教

育現場も日々変化しているため、教員が受け身ではなく、みずから自己研修に取り

組む姿を目指しております。１の⑵ですが、他校の授業参観に主体的に参加すると

いうことで、研修会だけではなく学校間での自主的な連携・参加を加えております。 

なお、令和７年度学校教育の重点目標と努力事項につきましては、２月 10 日に

開催された校長会で案という形で提示し、来年度の学校経営の構想に生かすよう、

また努力事項が全職員により確実に実践されるよう指示をしております。 

４ページから７ページまでは、今年度の変更点に関する補足説明となっておりま
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す。以上で令和７年度学校教育の基本方針及び重点目標と努力事項についての説明

を終わりますが、承認につきまして、よろしくお願いいたします。 

【教育長】 

 ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、新しく加わったことに

ついては、１ページの一番下にあります、「学校教育推進の基盤」の部分で２とし

て「学びに向かう土台となる非認知能力の育成」、これは幼児期の保育・教育から

義務教育終了までは一貫して育てていきましょうということで、この非認知能力に

ついては男鹿市として、粘り強さや思いやり、協調性、そして言語によるコミュニ

ケーション力に焦点を当てて、一貫して育てていきましょうということです。 

また、２ページの「確かな学力の育成」で保育園の所管が４月から教育委員会に

変わりますので、「幼保・小・中の連続した学びの推進」ということで特に⑶のか

け橋期、カリキュラムについて検討して、発達の段階に応じた一貫した指導支援を

行っていくというところが新しく追加になっております。 

説明ありましたことについて、御質問ございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。この内容でいかがでしょうか。よろしいですか。 

 （「はい」の声あり） 

【教育長】 

 御質問ないようですので、議案第３号は原案のとおり決定ということで進めさせ

ていただきます。議案第３号は、別冊２の（案）をとって、これを成案といたした

いと思います。 

 次に、議案第４号「令和７年度生涯学習の重点目標と努力事項について」事務局

から説明をお願いいたします。 

【教育総務課長】 

 議案書の８ページをご覧ください。合わせまして、別冊３「令和７年度男鹿市生

涯学習の重点目標と努力事項（案）」についてもご覧ください。 

議案第４号「令和７年度男鹿市生涯学習の重点目標と努力事項について」、令和

７年度生涯学習の重点目標と努力事項を別冊のとおり新たに定めるものです。 

別冊３についてですが、重点目標と努力事項については、第４次生涯学習推進計

画に沿ったものとなっております。この第４次計画は令和３年から７年までの計画

期間となっておりますので、来年度が最終年度となります。 

別冊３の１ページをご覧ください。 

生涯学習が個人の生きがいづくり、自己表現だけではなく、地域づくりにつなが

るものとして、令和７年度は、中段の箱書きの上にありますとおり、公民館・コミ

ュニティセンターを拠点とし、新しい学習に出会う機会を創出し、新しいことへの

挑戦や学びをきっかけとした地域の活性化を推進してまいります。 

２ページと３ページには、その具体の努力事項を記載しております。 

特に令和７年度に力を入れていく内容についてご説明します。 

１の「生涯学習の充実」として、インターネットやパソコン等の情報通信機器、

技術を利用できる人材と利用できない人との間に生じる格差であるデジタルデバ

イドの解消に向け、デジタル機器に親しみを持ち、苦手意識を解消する講座や体験

会等を実施します。内容としては、今年度から開始したｅスポーツ事業をさらに展

開していくこと。総務課デジタル推進班や、今年度より民間企業から派遣された地

域活性化企業人と連携し、スマホ教室やスマホ相談を行ってまいります。 

２の「生涯学習体制の整備」として、⑵の情報提供の充実は、今年度設置したＷ

ｉ－Ｆｉ環境を利用したスマホ教室や、オンラインでの講座等の実施を考えていま
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す。 

３ページの３の「生涯学習機関等の充実」では、⑵の地域密着型の公民館・コミ

ュニティセンター活動の活性化として、より市民に活動を届けるため、地域での出

張事業や他地区との交流事業を実施します。今年度も町内会館などで、公民館講座

や出張コミセンとして、地域の方が集まる機会づくりを行っておりますが、各地区

に配置された集落支援員と一緒に、より多くの方が参加できる機会を作ってまいり

ます。 

また、地域を超えた、例えば船越地区、脇本地区といった地区にこだわらず、地

区を越えたｅスポーツの交流会を実施します。 

⑷の「３つの市民運動の展開」として、人との交わりを生み出す挨拶運動を地域

と連携し、孤立しない地域づくりにつなげるものとして、さらに推進してまいりま

す。以上の内容で、令和７年度の生涯学習事業を行っていきたいと考えております。 

説明は以上となりますが、御審議の上、承認いただきますようお願いいたします。 

【教育長】 

 ただいま事務局から生涯学習の重点目標と努力事項について説明がございまし

た。このことについて、御質問ございましたらお願いいたします。三浦委員どうぞ。 

【三浦委員】 

 集落支援員の配置状況と必要な資格についてお聞かせください。 

【教育総務課長】 

現在の男鹿市の行政区は９地区に分かれています。公民館は９地区にあります

が、集落支援員は若美公民館と船川港公民館以外のところに、１人ずつ配置されて

おります。以前は証明書の発行等を各施設でやっていましたが、現在は、イトクの

窓口等でやっています。地域づくりや地域活性化を強化していきたいということ

で、集落支援員を配置しています。資格などは特に必要ありませんが、以前からそ

の地域で、例えば証明書の発行などをしてきた人が配置されていますので、集落支

援員や公民館の職員など、地域のことを非常によく把握している方が配属されてい

ます。 

所属としては、教育委員会ではなく、企画政策課になっていますが、現状ではコ

ミュニティセンターと公民館は一体で動いておりますので、地域に出向いた公民館

事業、例えばどちらかの町内会館を借りた運動のときなどは、集落支援員と公民館

職員が一緒に出向いて、地域の課題を聞いてきたり、その課題に合った公民館講座

を開くというような形を築き上げていければいいなということでスタートしてお

ります。 

冒頭、椿公民館の表彰の件を教育長からお話いただきましたが、椿の場合は公民

館職員も集落支援員も、地元の方で館長も今年は地元の方が配属されています。住

んでいる住民のことをよく把握しており、椿地区を今後どうしていきたいかという

ことを考えながら活動しているので、その結果が表彰につながったと思っておりま

す。 

【教育長】 

 ほかに御質問ありましたら、お願いします。山王丸委員どうぞ。 

【山王丸委員】 

公民館の活性化のお話の中で、ｅスポーツ交流会というお話が出ていましたが、

私は、ｅスポーツは全然詳しくなくて、マイナスな見方をするとゲーム、パソコン

のゲームじゃないのという、一番マイナス的な言い方をしてしまうと、日本の社会

の中でも推し進める動きもあると思いますが、秋田県でも実際問題として、ｅスポ
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ーツをすることによって、どういうメリットがあるのか、また地域の方も何を望ん

でいるのかすごく分かりにくく、その辺は調査といいますか、実際の効果などはど

の程度分かっているものか知りたいです。 

【教育総務課長】 

 ｅスポーツは確かにゲームのイメージがあります。私も実は導入してから何回か

ボーリングのゲームをしたくらいしか経験がありませんが、今回導入したゲームの

内容としては、まず体が動かすことができるスポーツのほか、脳トレができるよう

なソフトに分かれています。 

まずは、公民館の新たな取り組み、何か変わった取り組みをしないと、新たな公

民館利用の獲得もできないですし、健康になって欲しい、何かで公民館に来て欲し

いということから、新たな活動として、ｅスポーツを取り入れました。はじめは、

市民の方からもどうして大人がゲームをしなければいけないのかという意見もた

くさんいただきました。その中で高齢者の方も最も身近であっただろう、ボーリン

グとかリズム・アクションゲームをやってもらうところから始めましたが、半ば強

引に体験してもらわないと話が進んでいかないし、最初からｅスポーツと言ったと

きに高齢者は来ないというのは私たちも思っていたので、あらゆる会議の最後の時

間にｅスポーツの時間を取りました。 

実際にボーリングにしても重いボールを持たなくてもいいですし、狭い空間でも

大丈夫ということで、非常に盛り上がりました。年齢や体格差、スポーツ能力が良

い悪いとかは関係なく、椅子に座ったままでもボーリング体験できると。そのよう

な体験や感性、人が集まるということをどんどん広げていくことができるというこ

とがメリットであろうということで始めています。 

最初はなかなか広がらなかったので、各講座の終わりにどんどん取り入れていく

ことで、楽しいと思ってくれる人をまずは増やしていくことが今年の取り組みでし

た。「ねんりんピック」というお年寄りのオリンピックのような大会がありますが、

太鼓の達人が「ねんりんピック」の種目に入ったということもあり、地区ごとにオ

ンラインでもできるような環境にしましたので、体験したい人がいろんな地区で対

戦するということもまた地域の団結力につながるのではないかと思い、いずれはそ

こまで持っていきたいと思っています。公民館職員にもやはり私のようにゲームに

疎いといいますか、ゲームをしたことがない人達もいますので、今年度はそこまで

はいかず、公民館職員同士で対戦することで、ローカルルール的なものを決めた方

がお年寄りにはやりやすいのではないかということで、職員同士の研修会を開催し

ました。 

また、ゲームが上手なのはやはり子どもたちです。昔遊びではよくお年寄りが子

どもに遊びを教える機会はありますが、ｅスポーツにつきましては、子どもから大

人に教えるといった、地域にあまり子どもがいなくなって関わることがなくなった

お年寄りが、子どもと接する機会にもなったなというところがメリットと思ってお

ります。 

【教育長】 

新たに導入したｅスポーツについて、延べ利用者数、何人ぐらいの方がｅスポー

ツを体験しましたか。 

【教育総務課長】 

今手元に資料がありませんが、680 人ぐらいから参加していただいていて、確か

にすべての人が肯定をしているわけではなくて、特に職員からもですが脳トレ系の

ゲームは、周りの人に見られながらやりたくないという意見もありますので、やり
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たければ個人でもできるような環境を整えていくことも必要なのかなと思ってお

ります。 

【教育長】 

ｅスポーツ事業の令和７年度の方向性について、何か情報等があればお願いしま

す。 

【教育総務課長】 

今年度は、本来であれば全ての公民館に常設し、いつでも気軽にｅスポーツを楽

しむことができることを理想としていましたが、４ヶ所しか配備できませんでし

た。実際に体験してみると、やはり地域性もあり、よく利用する町内とあまり利用

しない町内が出てくるわけです。モニターとセットで貸し借りしながらやっていま

したが、よく利用する地区公民館等には常設できるよう機材を増やすこと。また、

ｅスポーツが本当に好きだという方を集めて対戦して、地域間交流、他の地区の人

たちと友達関係を広くしていければいいのかなということで、地区間の体制づくり

ができればいいと思っております。 

【教育長】 

ほかに御質問ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

御質問ないようですので、議案第４号は原案のとおり決定ということで、御異議

ございませんか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】 

御異議ないようですので、議案第４号は、別冊３（案）をとって、これを成案と

いたします。 

 次に、議案第５号「令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第 10号）に関する意見

について」事務局から説明をお願いいたします。 

【教育総務課長】 

 議案書の９ページをご覧ください。議案第５号「令和６年度男鹿市一般会計補正

予算（第 10号）に関する意見について」、令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第

10号）のうち、教育委員会関係補正予算を別冊のとおり作成したので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第 29 条第１項の規定に基づき、教育委員会の意見

を求めるものです。 

提案理由は、令和６年度補正予算（第 10号）のうち、教育委員会関係補正予算に

ついて、市議会の議決を経るべき議案の作成に当たり、教育委員会の意見を求める

ものです。 

別冊１の６ページをご覧ください。 

補正予算の増減の主な理由について説明いたします。 

６ページの一番上から 10款教育費、１項教育総務費、１目事務局費は 570万 9,000

円の減額で、補正後の予算額は２億 2,813万 6,000円です。 

払戸小学校、北陽小学校の統合に向けて購入したスクールバスの購入差金を減額

するほか、教育施設整備基金利子の運用益、株式配当金を基金へ積み立てるもので

す。 

２項学校総務費、１目事務局費は 404 万 5,000 円の減額で、補正後の予算額は

6,755万 6,000円です。 

外国語指導助手の帰国旅費等に係る事業費や、小・中学校ＩＣＴ活用支援事業の

ほか、小・中学校の活動用バス及び会場借上料を減額したものです。 



 11 / 23 

 

７ページをご覧ください。 

３項小学校費、１目学校管理費は 141 万 9,000 円の増額で、補正後の予算額は

8,111万 9,000円です。 

小学校の光熱水費が不足してきましたので、増額要求するものです。 

５目施設維持補修費は 86万 9,000円の減額で、補正後の予算額は 9,744万 3,000

円です。 

北陽小学校屋内運動場等改修事業の工事差金を減額したものです。 

６目学校建設費は 679万 9,000円の減額で、補正後の予算額は 7億 4,248万 3,000

円です。 

船越小学校大規模改修に伴う備品購入費の入札差金を減額しております。 

４項中学校費、３目教育指導費は 100 万円の減額で、補正後の予算額は 677 万

4,000円です。 

遠距離通学費のバス定期代や生徒、教職員の健康診断業務を実績見込みに合わせ

て減額するものです。 

４目教育振興費は 60 万 1,000 円の減額で、補正後の予算額は 1,006 万 9,000 円

です。 

要保護及び準要保護生徒就学援助費を実績見込みに合わせて減額するものです。 

５目施設維持補修費は 180万 9,000円の減額で、補正後の予算額は 1,949万 4,000

円です。 

旧五里合中学校解体工事実施設計業務の入札差金を減額しております。 

予算書の８ページをお願いします。 

５項社会教育費、５目公民館費は 218 万 2,000 円の減額で、補正後の予算額は 2

億 914万 6,000円です。 

冬季間に入りまして、公民館施設の修繕箇所が増えたことから、その修繕のため

の費用を増額しているほか、今年度実施した工事等がありますが、工事費及び委託

料の差金を減額しております。 

６項保健体育費、３目給食費は 13 万 2,000 円の減額で、補正後の予算額は 2 億

2,177万 7,000円です。 

プレハブ冷凍庫更新工事は、若美学校給食センターキュービクル内機器更新工

事、学校給食費完全無償化事業補助金は、実績に合わせて減額しているほか、物価

高騰により学校給食の食材費を増額しております。 

また、南部共同調理場の統合により、食数が増える東部共同調理場へ消毒保管機

を１基移設しますが、移設にあたっては分電盤の改修工事が必要となったことか

ら、工事費を予算要求するものです。補正予算の説明は以上となります。 

【教育長】 

 ただいま事務局からの説明がございましたが、このことにつきまして御質問あり

ましたらお願いいたします。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

 御質問ないようですので、議案第５号は原案のとおり、御異議ございませんか。 

 （「はい」の声あり） 

【教育長】 

 御異議ないようですので、議案第５号は承認とさせていただき、令和７年３月市

議会定例会に提案することといたします。 

 次に、議案第６号「令和７年度男鹿市一般会計予算に関する意見について」、事務
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局から説明をお願いいたします。 

【教育総務課長】 

 議案書の 10ページをお開きください。 

議案第６号「令和７年度男鹿市一般会計予算に関する意見について」、令和７年

度男鹿市一般会計予算のうち、教育委員会関係予算を別冊のとおり作成したので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条第１項の規定に基づき、教育委

員会の意見を求めるものです。 

提案理由は、令和７年度男鹿市一般会計予算のうち、教育委員会関係予算につい

て、市議会の議決を経るべき議案の作成に当たり、教育委員会の意見を求めるもの

です。 

11 ページから 16 ページまで各事業の詳細について記載しておりますが、議案書

を送付する段階では予算が固まっていない状態でしたので、数字の訂正をお願いし

たい箇所がございます。12ページをお開きいただいて、４の船越小学校屋外運動場

整備事業の総額を 6,360万円としていただきたいと思います。それに伴いまして、

屋外運動場改修工事が 5,800万円となります。また、財源内訳の市債と一般財源に

ついても、それぞれ 4,010万円と 568万円に訂正願います。 

次に 13 ページの６脇本コミュニティセンター改修事業について、総額を 2,005

万円に訂正願います。また、財源内訳についても、一般財源を 475万円に訂正願い

ます。 

それでは別冊４をあわせてご覧ください。 

別冊４の２ページは債務負担行為となっております。予算は、基本的には単一年

度で完結することが原則となっておりますが、一つの事業が単年度では終了せず、

２年、３年と後年度においても支出しなければいけない場合は、あらかじめそのあ

との年度の予算についても、確約をとるという意味で、今年度の予算を決めておく

必要があります。 

今回の補正予算では、小・中学校複合機リース料として、現在職員室で利用して

いるコピー機などのＩＣＴ整備事業でそろえている複合機については、現状は２台

使用していますが、その２台をカラー対応として、さらに高速化した 1台に集約す

るため債務負担を組んでおります。令和７年９月から導入するため、令和８年度か

ら令和 12年８月までの予算について、債務負担を設定しております。 

小学校の複合機リース料は、債務負担の限度額の合計が 816万 2,000円、中学校

複合機リース料は 408万 1,000円です。 

次に、端末リース料について、タブレットについても来年度更新となっています

が、複数年でリースしていきたいと考えていますので、債務負担を設定しています。 

端末リース料は、小・中学校児童生徒の端末を令和７年９月から更新することに

伴い、令和８年度から令和 12 年８月までのリース料を債務負担として設定するも

のです。 

小学校端末リース料は限度額が 1,200万 5,000円、中学校端末リース料が 760万

1,000円です。詳細につきましては、歳出で説明したいと思います。 

３ページをご覧ください。 

10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は 213万 6,000円で、今年度と

同額で、教育委員の報酬です。 

２目事務局費は 2億 727万 8,000円で、1,764万 8,000円の減となっています。

教育委員会事務局職員、会計年度任用職員の学校校務員、スクールバス運転手の人

件費のほか、教育委員会が要する消耗品等の経費や各種団体の負担金など、事務局
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経費、スクールバス運行に係る経費です。 

人件費が増額となったこと、また統合型校務支援システム使用料と保守料につい

て、令和６年度は小・中学校費に分けていたものを事務局費へ予算をまとめたこと

により、増額しておりますが、今年度統合に伴うスクールバスを購入しましたが、

来年度は購入しませんので、前年度比では減額となっているところです。 

４ページをご覧ください。 

２項学校総務費、１目事務局費は 7,175万 4,000円で、622万 2,000円の増です。 

学校運営に係る経費のほか、外国語指導助手誘致事業、児童生徒学校生活支援員

等配置事業、男鹿市春日井市児童交流学習事業、秋田大学・国際教養大学との交流

等の学力向上推進事業、ふるさとキャリア教育未来創造事業、小・中学校ＩＣＴ活

用推進事業に係る予算となっております。 

学校生活支援員の配置やＩＣＴの活用を進めるため、テキスト画像動画、音声な

ど豊かな表現が可能なコラボノートを導入する予定としております。 

議案書の 14ページをご覧ください。 

８番の「ふるさとキャリア教育未来創造事業」についてです。 

コミュニティ・スクールの機能を活用し、学校、家庭、地域が一体となり、地域

に根差した探究活動を通して、ふるさと男鹿の将来を担う人材を育成する事業とな

っております。コミュニティ・スクールでは、学校運営協議会を開催し、学校の情

報を地域へ発信します。また、地域講師の学校への派遣や、地域と学校が合同で活

動する「おがっこ企業バンク」を活用した地域企業ガイダンスを開催します。小学

校５年生を対象とした「おがっこ宿泊体験学習」は令和７年度も実施します。事業

費は 412万 3,000円です。 

次に、９番の「小・中学校ＩＣＴ活用推進事業」についてです。 

ＩＣＴの活用を推進するため、ＩＣＴ支援員の配置、授業支援ソフトの導入、モ

バイルＷｉ－Ｆｉルーターの貸し出し、コラボノートの導入、学校授業目的公衆送

信補償制度の利用などにより、義務教育段階における個別最適な学びと協働的な学

びの一体的な充実を図ります。事業費は 1,154万 2,000円です。 

別冊予算書の５ページをご覧ください。 

３項小学校費、１目学校管理費は 6,325万 3,000円で、1,111万 5,000円の減で

す。 

正職員の学校校務員や再任用の学校校務員の人件費のほか、学校用消耗品、備品

等の購入、燃料代、光熱水費、機械警備等の委託料など、学校管理に関する予算を

計上しております。北陽小学校・払戸小学校の統合に伴う準備費用や、各校の管理

費が減額になっています。今年度は、船川第一小学校の机・椅子の一部を更新する

予算を計上しております。 

６ページをお願いします。 

１目学校振興費は 1,887万 5,000円で、544万 1,000円の減額です。 

教材用消耗品、教材備品、図書購入費のほか、ＩＣＴ機器のリース料となってい

ます。統合型校務支援システム使用料を事務局費へ計上したことによる減額となっ

ています。 

現在、契約しているＩＣＴ機器リースですが、今年の８月 31 日をもって契約が

終了することになっておりますので、新たな契約を９月から行いまして、機器の更

新を行ってまいります。 

議案書の 11ページをご覧ください。 

小・中学校ＩＣＴ授業環境高度化事業についてです。 
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令和２年度に国のＧＩＧＡスクール構想のもとで、１人１台端末を導入しており

ます。そのことによりまして、個別最適な学びと協働的な学びを一層推進してまい

りました。今回の端末整備にあたっては、秋田県が造成した基金により、全県の市

町村が参加して共同調達を行うこととなっております。 

秋田県がリース料の３分の２を支払い、残額を市が５年間でリースしてまいりま

す。リース期間は、令和７年９月から令和 12年８月までの５年間です。 

先ほど説明しました債務負担はこの予算を確保するためです。今年度の予算額

は、９月から３月までの７か月分で、小・中学校合わせて 258万 9,000円、５年間

の総額は 2,219万 5,000円です。 

導入する端末の台数は、小学校が 595台、中学校が 373台、予備機 20台で計 988

台のリースを計画しております。 

別冊予算書の７ページへお戻りください。 

３目教育指導費は 693万 7,000円で、25万 8,000円の増です。 

学校医などの報酬、児童・教職員の健康診断業務、小学校ホームページ運用保守

業務、デジタル教科書使用料などの経費です。各校において、夜間や休日、閉庁時

に保護者等からの緊急連絡を受けるための携帯電話の端末を導入する予定として

おります。 

４目教育振興費は 924万 6,000円で、101万 5,000円の増です。 

経済的理由により就学困難と認められる児童の保護者に学用品、通学用品、修学

旅行費、児童会費等の補助を行う予算です。 

５目施設維持補修費は 2,836万 5,000円で、5,222万 4,000円の減額です。小学

校施設の維持補修に関する経費の予算となっております。北陽小学校、払戸小学校

等で使用していたエアコンの移設や、旧払戸小学校解体工事のための実施設計を予

定しています。今年度実施した北陽小学校屋内運動場等改修事業が終了したことに

より、前年度比では減となっています。 

議案書の 11ページをご覧ください。 

２番の「旧払戸小学校解体事業」についてです。 

旧払戸小学校は耐震性がなく、今後の利活用が見込めないことや、耐震性のある

校舎部分を利用していた払戸児童クラブが、学校統合により船越の児童クラブへ統

合されることとなったことから、景観や防犯上の観点から解体を計画するもので

す。今年度は実施設計を行い、令和８年度に解体の予定です。予算額は 512万 6,000

円です。 

議案書の 12ページの３を続けてご覧ください。 

「小・中学校空調設備移設事業」についてです。 

今年度末で閉校となる北陽小学校及び払戸小学校、それから校舎を改修した船越

小学校のエアコン 34台を小・中学校の特別教室等に移設するものです。 

理科室や音楽室等の特別教室と特別支援教室へ移設します。この移設により、特

別教室へのエアコンの設置は完了することとなります。 

予算書の７ページへお戻りください。 

６目学校建設費は 6,360万円で、6億 8,568万 2,000円の減額です。 

船越小学校校舎の大規模改修が終了したことにより、大きく減額となっておりま

す。令和７年度は、船越小学校のグラウンドの改修を実施してまいります。 

議案書の 12ページをご覧ください。 

４番の「船越小学校屋外運動場整備事業」についてです。 

現在の船越小学校のグラウンドについては、排水機能が不十分なため、雨が降っ
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てしまうと二、三日グラウンドが使えないというような状況になっておりますの

で、グラウンドを改修し、児童や市民の方も快適に利用できる環境を整えてまいり

ます。屋外運動場の改修工事費が 5,800万円と外構樹木等整備手数料として 300万

円を予定しており、事業費総額は、本事業に係る職員の人件費を振り返分を含めま

して、総額で 6,360万円となります。 

別冊予算書の８ページへお戻りください。 

４項中学校費、１目学校管理費は 5,414万 1,000円で、439万 4,000円の減とな

っています。 

学校校務員の人件費のほか、学校用消耗品、備品購入費、燃料費、光熱水費、機

械警備等委託料です。 

技能技師の小学校への移動や南部共同調理場を閉鎖したことにより、光熱水費が

減額となっております。令和７年度は男鹿東中学校の机・椅子の更新を予定してお

ります。 

１目学校振興費は 1,696万 7,000円で、724万 6,000円の減額です。 

教材用消耗品、教材備品、図書購入費のほか、ＩＣＴ機器のリース料です。統合

型校務支援システム使用料を事務局費へ統合したことにより減額になっています。

小学校と同様に、令和７年８月 31 日をもってＩＣＴ機器のリース契約が終了しま

すので、９月以降に機器の更新を行います。 

予算書の９ページをご覧ください。 

３目教育指導費は 476万円で、71万 8,000円の増です。 

学校医などの報酬、生徒・教職員の健康診断業務、中学校ホームページ運用保守

業務、デジタル教科書等使用料、遠距離通学費補助などの経費です。小学校と同様

に各校において、夜間や休日、閉庁日に、保護者からの緊急連絡を受けるための携

帯電話端末を導入する予定としております。 

４目教育振興費は 1,372万 6,000円で、419万 3,000円の増です。 

部活動指導員配置事業、部活動の地域移行推進事業、経済的理由により就学困難

と認められる生徒の保護者に学用品、通学用品、修学旅行費、生徒会費等の補助を

行う予算です。中学校部活動地域移行に伴う指導者謝礼等の増額となっておりま

す。 

議案書の 15ページをご覧ください。 

10番「中学校部活動の地域移行推進事業」についてです。 

休日の部活動の段階的な地域移行と、地域スポーツ、文化環境の一体的な整備に

向け、指導者の確保、参加費用負担への支援を行います。令和７年度は、指導体制

の整った種目から休日の部活動地域移行を本格実施し、地域指導者研修会や協議会

を開催します。事業費は 358万 1,000円です。 

別冊予算書の 10ページにお戻りください。 

５目施設維持補修費は 1億 5,073万 9,000円で、1億 2,992万 9,000円の増です。 

中学校施設の施設維持補修に関する経費の予算です。令和７年度は部活動地域移

行に伴う区画扉設置工事や、旧五里合中学校解体工事、男鹿南中学校螺旋階段内外

部改修事業、北陽小学校及び払戸小学校で使用していたエアコンの移設工事、男鹿

南中学校の高圧気中開閉器の更新工事を実施してまいります。 

議案書の 13ページをご覧ください。 

５番の「旧五里合中学校解体事業」についてです。 

旧五里合中学校は耐震性がなく、今後の利活用が見込めないため、景観や防犯上

の観点から解体することとして、今年度解体設計を行っております。令和７年度は
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校舎等を解体するため、1億 1,801万 9,000円の事業費を計上しております。 

予算書の 11ページにお戻りください。 

５項社会教育費、１目社会教育総務費は 423万 9,000円で、19万 3,000円の増額

です。社会教育委員報酬、生涯学習奨励員の報酬等のほか、市民憲章推進協議会等

補助金、成人式事業、子ども家庭地域連携推進事業に係る予算です。 

12ページをご覧ください。 

４目図書館費は 4,257万 2,000円で、995万 3,000円の増です。 

図書館職員の人件費、光熱水費などの施設維持管理費、図書館管理業務委託、図

書館システムリース料、図書購入費などです。図書館職員人件費の増額、また、次

期子ども読書推進計画策定のため、図書館協議会予算を増額しております。 

13ページをご覧ください。 

５目公民館費は 1億 5,657万 6,000円で、4,952万 6,000円の減です。 

職員の人件費のほか、市内 10公民館の維持管理費、公民館活動運営予算です。 

脇本・船越公民館の自動ドア改修、若美公民館の耐震診断、脇本公民館屋上防水

改修工事のほか、会議机の更新、昨年から実施しているｅスポーツ事業を拡大する

ための機器購入予算を計上しております。 

議案書の 13ページをご覧ください。 

６番の「脇本コミュニティセンター改修事業」は、脇本地区の拠点であるコミセ

ンの屋根を改修し、快適に利用できる環境を整えるものです。屋根防水改修工事費

は 1,915万円となっております。これに人件費を含めまして、総額で 2,005万円と

なっております。なお、今年度は建物の診断調査をしております。その結果を受け

て、令和８年度にはアスベスト調査と実施設計を行っていきたいと考えております

が、雨漏りは一刻も早く止めたほうがいいということで、まずは屋根の改修を先に

実施するため、令和７年度に予算計上しております。 

７番の「若美コミュニティセンター改修事業」は、同コミセンの改修を見据えた

耐震診断業務を実施するものです。事業費は 589万 4,000円です。 

耐震診断の結果を受け、令和８年度にアスベスト調査や、どういった改修が必要

かということを見極めながら、実施設計を計画しております。 

予算書の 14ページへお戻りください。 

７目市民ふれあいプラザ費は 2,675万円で、637万 1,000円の増です。 

施設の維持管理費、舞台操作業務などの委託料、光熱水費、各委託料の増額のほ

か、館内非常用照明改修工事と駐車場街灯新設工事を予定しております。 

予算書の 15ページをご覧ください。 

６項保健体育費、３目給食費は 1億 8,768万 1,000円で、2,911万 9,000円の増

です。 

小・中学校へ給食を提供するための経費となっております。給食調理員等の人件

費、東部共同調理場、若美学校給食センター運営に係る予算です。 

南部共同調理場の閉鎖による経費や備品購入費の経費が減額となっております。

小学校統合や南部共同調理場の閉鎖による給食運搬業務の変更、若美学校給食セン

ター水洗取替工事、東部共同調理場荷受室新設工事を行います。 

議案書の 15ページをご覧ください。 

11番「学校給食共同調理場等整備事業」について、若美学校給食センター水栓取

替工事は 130万円、東部共同調理場荷受室新設工事は 50万円となっております。 

16ページの 12「学校給食費完全無償化事業」は、保護者が負担する給食費の完全

無償化により、子育て世帯の経済的負担を軽減するものです。対象者は、男鹿市立
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小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者、男鹿市外の小学校または中学校に

在籍する児童生徒で、かつ、男鹿市内に住所を有する保護者となっています。小学

校給食費は１食 335円、中学校給食費は１食 395円です。 

以上で、議案第６号「令和７年度男鹿市一般会計当初予算について」の説明は終

わりますが、ご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。 

説明は以上です。 

【教育長】 

 ただいま事務局から、来年度予算につきまして説明がありましたが、御質問あり

ましたら願いいたします。三浦委員さんどうぞ。 

【三浦委員】 

 旧払戸小学校用地の所有者と、旧五里合中学校解体事業の内容について伺いま

す。 

【教育総務課長】 

 まず、旧払戸小学校の土地についてですが、正門から入って左側に児童の昇降口

がありますが、そちらのごく一部については、市民の方から借りた土地になってお

りまして、毎年土地の借上料を支払っています。それ以外のところはすべて市の土

地となっております。 

また、旧五里合中学校の解体事業については、設計では校舎等のほか、フェンス

や工作物すべてを解体する内容で設計していましたが、解体費用が非常に高額であ

ったため、来年度の解体については、校舎や自転車置場などのほか、解体工事に支

障が出ないよう一部の木の伐採にとどめ、必要最低限の解体工事の内容としており

ます。 

払戸小学校は、来年度解体設計を行うわけですが、全て撤去する設計を依頼し、

その中で、どういった解体をしていくかは予算を見ながら対応しなければならない

と考えております。旧五里合中学校の解体も完全に更地にしなくても１億円を超え

る解体費になっており、物価高騰の影響があるということとあわせ、働き方改革に

よる労働時間の制限もあり、これまでよりも非常に工期が長くなってきています。

旧船川南小学校の解体設計も実施しておりますが、木造校舎を解体する内容の設計

で 8,000万円ほどとなっています。旧五里合中学校の方が床面積としては狭いです

が、１億円以上の解体費となっておりますので、ここ数年間で工事に要する費用は

非常に高額になってきている状況となっています。 

【教育長】 

 ほかに御質問ありませんか。三浦委員さんどうぞ。 

【三浦委員】 

 学校給食完全無償化について、保育園も同様の対応ですか。 

【学校教育課長】 

 保育園についても、給食費はすべて小・中学校と同様に無償となっております。 

【教育長】 

 ほかに御質問ございませんか。よろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

 御質問ないようですので、議案第６号は、異議なしとすることに御異議ございま

せんでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 



 18 / 23 

 

 御異議ないようですので、議案第６号は承認とさせていただき、令和７年３月男

鹿市議会定例会に提案することといたします。 

次に、日程第５「報告事項」について、一括して議題といたします。事務局から

説明をお願いいたします。 

【教育総務課長】 

 議案書の 17ページをお開きください。 

報告事項⑴「和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について」です。 

令和６年 10月７日午後６時 30分頃、男鹿南中学校校地と市道境界に設置されて

いる側溝グレーチングが、車両通行時にはね上がって車両前方のバンパーに接触し

て、バンパーの一部が破損いたしました。この事故に伴う和解及び損害賠償額の決

定について、地方自治法第 180条第１項及び地方自治法第 180条第１項に基づく男

鹿市長専決処分事項の指定についての規定により、令和７年１月 27 日に専決処分

し、２月 12 日開会の男鹿市議会２月臨時会において報告しております。損害賠償

の相手方及び賠償額は記載のとおりであります。 

今回の事故については、グレーチングが経年劣化により変形していたため、タイ

ヤが上がった瞬間にその変形した部分が跳ね上がってしまったということが要因

と思っております。教育総務課においては、現場をしっかり確認した上で、当該グ

レーチングの修繕を行いました。また、ほかにもこのような状況になっている場所

がないか点検をしております。 

今後も施設の点検管理に十分注意を払ってまいります。 

次に、18ページをご覧ください。 

報告事項⑵「組織機構改革について」です。 

子育て健康課が所管している保育園と小学校との接続については、これまでも教

育委員会との連携により進めておりますが、地域の将来を担う人材を育成していく

ために、保育園から中学校までの連続した教育・保育の充実を図っていく必要があ

ると考えております。 

幼児期から義務教育終了までの教育・保育を教育委員会で一元的に推進し、一貫

性を持って子どもの成長を支えていくため、令和７年度組織機構改革において、市

民福祉部及び教育委員会の組織改編を行います。 

教育委員会においては、「学校教育課」を「こども未来課」と改称し、「教育未

来班」と「保育未来班」の２班体制とします。 

「保育未来班」には、新たに指導業務を担当する指導主事を配置してまいります。

教育・保育の一元的な指導を行うために、「こども未来課」内に指導プロジェクト

委員会を置くこととしています。 

組織機構改革に伴い、改正が必要な関係規則等については、次回の教育委員会会

議で提案をさせていただきたいと考えております。 

次に、19ページをご覧ください。 

報告事項⑶「事務局職員の人事異動について」です。 

男鹿市教育委員会事務委任規則第４条の規定に基づき、教育委員会事務局職員の

任命について、次のとおり専決しております。 

初めに任命についてですが、１月 16 日付で佐藤淳若美支所長へ若美公民館長の

事務取扱を命じております。若美公民館長は公務中の傷病により、入院加療が必要

となったため、現在休暇中で館長が復帰するまで、若美支所長が館長の事務を取り

扱うというものです。 

次に、採用ですが、前回も報告しておりました若美公民館の会計年度任用職員の
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加療が延長されたことにより、引き続き、加藤義一氏を更新して採用したものであ

ります。 

次に、20ページの報告事項⑷「美里小学校の統合時期について」説明いたします。 

最終のアンケート結果がまとまっておりますので、本日、○秘と書いたＡ４の資料

を１枚配布しておりますので、あわせてご覧ください。 

１月 27日から２月 12日まで、美里小学校の１年生から４年生までの児童の保護

者、若美南保育園他３園の年少から年長までの児童の保護者 46 人に、統合時期に

ついてのアンケート調査を実施し、全員から回答をいただいております。 

「令和８年４月１日からの統合がよい」とした方が５名で全体の 10.9％、「令和

９年４月１日からの統合がよい」が 31 人で 67.4％、「どちらでもよい」が９人で

19.5％、「令和 10年度以降がよい」が１人で 2.2％となっております。 

統合に関するご意見としては、「早めに時期を決めて欲しい」ということや、「し

っかり交流した上での統合を」といったご意見のほか、「統合には賛成できない」、

「令和 10年度以降の統合」というご意見もありました。 

スクールバスに関することについては、「船越駅前に下ろすのではなく、学校前

で降ろして欲しい」、「負担のないようなルート・増便を検討して欲しい」といっ

たご意見がありました。このほか、クラス編成に関すること、体育着や児童クラブ

に関するご意見も寄せられております。 

教育委員会では、これまで開催した２回の意見交換会で出された意見や要望と、

今回実施したアンケート調査を踏まえて、男鹿市立小・中学校再編整備計画で令和

12年度以降としていた船越小学校の統合時期を早め、令和９年４月の方向で、この

後協議を進めていきたいと考えております。 

次に、21ページをお開きください。 

令和６年 12 月定例会における一般質問のうち、教育委員会関連事項についてご

報告いたします。12月議会では６名の方から一般質問がありました。 

蓬田司議員からは、旧潟西中学校跡地の管理活用について質問があり、閉校とな

った学校は教育委員会で管理しており、校舎は教育委員会職員が定期的に巡回する

とともに、グラウンドの草刈は年１回程度、校庭の樹木の伐採は適宜事業者へ依頼

し実施している。同校ＯＢを中心とした地域の方々からも草刈作業を行っていただ

いている。引き続き状況を確認しながら、草刈や枝払いなどを実施して、校地の環

境整備に努める。 

また、活用については、県内外の民間企業者、数社から問い合わせがあったが、

現時点では利活用に向けての具体的な進展はない。民間企業向けの情報発信に一層

力を入れていくと、市長が答弁しております。 

次に、太田穣議員からは、食育プログラムの強化に関する質問があり、小・中学

校においては、食に関する指導の全体計画に基づき、給食の時間はもとより、各教

科や総合的な学習の時間において、食に関する指導を行っている。児童生徒の委員

会活動の中では、残量調査や残量ゼロキャンペーンの実施など、各学校で食べ物に

感謝し大切にする取り組みも進めている。 

また、家庭科では、食材を購入する際には、献立や家族の人数などを考えて必要

な量とすることなどを学び、社会科では、家から出るごみの量や種類を調べ、ごみ

の量を減らすために、自分たちができることは何かを考え食べ残しを減らすことな

どを学んでいると答弁しております。 

次に、小野肇議員からは、「こども議会」の開催について質問があり、本会議場

での模擬体験は、子どもたちの行政への関心を高める機会にはなり得るとしても、
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質問や要望事項が設備の充実や、遊興施設の設置など、学習内容と連動しないもの

になりがちなこと、さらには、単発的な質問や要望を述べることが終着点となり、

その後の学習活動の展開にはつながりにくいことなどから、教育活動としての効果

を導き出すことは難しいととらえている。 

教育委員会としては、子どもたちが地域をテーマとした一連の探求活動の成果を

保護者や地域の方々に発表して、ご意見をいただき、そのあと探究活動につなげて

いく提案型の「中学生ふるさと未来会議」を令和７年度から実施する計画であると

答弁しております。 

次に、進藤優子議員から、パソコン端末について質問があり、現在使用している

端末は、認定事業者によるデータ消去後、一部は学校用の予備機端末として再利用

し、その他の端末は、事業者へ廃棄処分及び依頼する予定である。 

各校のネットワークの状況については、市内小・中学校８校のうち、当面の推奨

帯域を満たしているのは、北陽小学校、払戸小学校、美里小学校の３校で、残り５

校は満たしていないが、今後、事業者による調査結果をもとに、学校内のネットワ

ーク環境の改善を図るとともに、光回線契約やプロバイダー契約の変更も視野に入

れ、児童生徒が支障なく個別最適な学習活動ができるよう環境を整えていくと答弁

しております。 

次に、吉田洋平議員から、小・中学生の主体性を持った取り組み、地域課題の解

決に向けた取り組みに対する行政としての支援体制について、ご質問があり、令和

４年度から、地域の人・物との関わりを重視した総合的な学習の時間のカリキュラ

ムを編成し、子どもたちが積極的に地域に出て、体験活動や探求活動を行う地域に

根差した「ふるさとキャリア教育」を推進している。 

今は実現困難と思える提案の中にも、今後、行政の施策に反映できそうなアイデ

ィアや、企業が新しい価値を見いだすことを生み出すことにつながるプランも含ま

れていることから、子どもたちの有益な提案が少しでも実現に結びつくよう、行政

や企業、関係機関等への情報発信に力を入れていく必要があるととらえている。 

未来を担う子どもたちの地域に根差した活動を動画で支えていけるよう、国の補

助事業等の活用や活動、人的、物的に支援してくれる企業を募集するなど、新たな

支援策や支援体制の構築について検討していくと答弁しております。 

次に、田井博之議員から「あいさつ運動」の今後の展開について質問があり、地

域ぐるみであいさつ運動に取り組むことで、コミュニティの活性化をはじめ、住民

同士の見守りや助け合い、意識の啓発、地域の防犯防災など、様々な効果が期待で

きる。 

元気なあいさつが市内に溢れ、市民だけにとどまらず、観光等で男鹿を訪れる

方々にも、おもてなしの心が届くよう、引き続き、地域、観光施設、企業等に広く

参加を呼びかけ、様々な機会をとらえて、運動の一層の拡大を図っていくと答弁し

ております。教育総務課からの説明は以上となります。 

【学校教育課長】 

報告事項⑹「令和７年度秋田県学習状況調査（本市の状況）について」説明いた

します。 

別冊５をご準備いただきたいと思います。 

本調査は、秋田県の全小・中学校の４年生から中学校２年生までを対象に行われ

るものです。教科は、小学校４年生では国語、算数、理科の３教科、小学校５・６

年生では国語、社会、算数、理科の４教科、中学校では国語、社会、数学、理科、

英語の５教科となっております。対象のすべての学年で質問紙調査も行っておりま
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す。 

別冊資料の１ページから３ページまでは、各教科の通過率となっております。全

体的には、小学校においては県平均と同程度または教科によってはやや上回る状

況、中学校においては、逆に教科によっては大きく下回るという状況です。 

濃い色の網掛けをしている中学校２年生の数学、理科につきましては、やや下回

る結果となっているととらえております。 

続いて、４ページから８ページは、過去８年間の通過率の推移となっております。 

小学校に比べて、やはり中学校で県平均の点線よりも、男鹿市の実線が低くなる

教科が多いという印象です。 

続いて９ページからとなりますが、これは現在の５年生から現在の中学校２年生

までの追跡となります。５年生につきましては、４年生のときと今年度５年生のと

きを比べております。同様に、中学校２年生は小学校４年生のときから毎年どのよ

うな結果であったかということを、県平均と比較しているところです。 

全体的に見ますと、本市の課題としましては、ここ数年、やはり一つの教室の中

で、子どもの学力の差が大きいことが挙げられると思います。 

平均点近くの子どもが少なく、平均点よりやや上、やや下というお子さんが多い

クラスが目立ちます。 

また、今年度は正答率が著しく低い子ども、マルが２つとか３つとか、ほぼバツ

というような著しく低い子どの数が例年より少し多いと感じております。 

このような実情を踏まえ、やはり常々、校長会等でお話していることですが、ど

こか一つのレベルに合わせた授業づくりではなくて、いわゆる個別最適な学びへの

転換ということを、今後も校長会等で指示していきたいと考えております。 

13ページをご覧ください。 

質問紙調査においては、学年によって差は見られますが、学習時間や教科の好き

嫌いなど学習に関する項目で、他より評価がやや低い傾向にありました。 

子どもたちが分かる楽しい授業というのをこれからも意識していかなければい

けないと考えております。 

続いて 14ページをお願いします。 

子どもたちによる授業についての評価項目をピックアップしております。 

質問５の一番下から二つ目ですが、５の１番にある通り、ＩＣＴ機器の活用は、

秋田県内の他市町村と比べても、今年度は非常に大きく前進していると感じており

ます。 

また、一つ上の４－４の結果を見ますと、特に中学校においては、振り返りや評

価の仕方をもう少し工夫していく必要があると感じております。 

評価問題を解くことや事象の説明や活用など、深い学びになっているか、先生だ

けではなく、子どもが自分で確認できるような工夫を今後もお願いしていきたいと

考えております。学習状況調査については以上となります。 

【教育長】 

 ただいま、報告事項７件について説明がございました。御質問ございましたらお

願いいたします。よろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

【教育長】 

 私から最後に２点についてお話いたします。 

議案書の 18ページになりますが、組織機構改革ということで、４月１日から「学

校教育課」が「こども未来課」、「学事指導班」が「教育未来班」、そしてもう一
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つ新たに「保育未来班」の体制で進めていきたいと思います。 

それから 20 ページになりますが、美里小学校の統合時期につきましては、本日

配布いたしましたアンケートの調査結果で、「令和９年４月１日からの統合」がや

はり一番多く望んでおりますので、教育総務課長から説明があったとおり、令和９

年４月１日をめどということで進めていきたいと考えております。 

令和２年 12月に策定した「男鹿市立小・中学校再編整備計画」では、令和 12年

度以降ということになっていますが、令和８年度から複式学級が２つ発生し、その

後も続きます。 

行政として、この状況をそのままにしておくということには絶対ならないと思い

ますので、やはり教育環境の整備ということが我々の業務になりますので、このア

ンケートの結果を踏まえまして進めていきたいと考えております。 

 それから、もう一つ、今後の新しい図書館の動きについて、教育総務課長からお

話いただければと思います。 

【教育総務課長】 

 現在の市立図書館が非常に老朽化しているということで、議員さんからも一般質

問等で質問がありまして、その都度検討していくと答えておりますが、今年度は先

進地視察を行ったり、文献調査を行って男鹿市にはどういった図書館がいいのかと

いうこと調べてきております。 

その中で、今後４年間の間に実現できればいいなと思っていますので、新年度か

ら加速化していく可能性が高くなってまいりましたので、頑張っていきたいと思っ

ております。 

【教育長】 

 ありがとうございました。いずれ新たな図書館については、複合施設の一部分と

して図書館機能を組み込むという形での施設になりますが、この後、急ピッチで検

討を進めてまいりたいと思います。 

その都度また新しい情報や動きがありましたら、教育委員の皆さんに情報提供し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

長時間にわたりましてご審議いただきましてありがとうございました。 

以上をもちまして、令和７年第１回教育委員会会議を閉会いたします。 

どうもお疲れ様でした。 
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